
 

日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 町長は、精神障害者の自立、社会参加および社会復帰を促進するため、障害者

支援施設等に公共交通機関を利用して通所する精神障害者に対し、予算の範囲内にお

いて日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金（以下単に「補助金」という。）を

交付するものとし、その交付にあたり、日野町補助金等交付規則（平成１０年日野町

規則第２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか必要な事項を、この告示にお

いて定める。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）に規定する精神障害者保健福祉手帳（以下「手帳」という。）の交付を受けた

者、精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」

という。）に規定する精神通院医療に係る自立支援医療を現に受けている者または精

神科医師がこの事業の対象者とすることについて意見を付した者をいう。 

(2) 障害者支援施設等 精神障害者が利用する次の施設をいう。 

ア 法第５条第１１項の障害者支援施設のうち同条第１２項の自立訓練（自立訓練

のうち生活能力の向上に係るものに限る。）、同条第１３項の就労移行支援または

同条第１４項の就労継続支援を行うもの 

イ 法第５条第２７項の地域活動支援センターであって、地域生活支援事業実施要

綱（平成１８年８月１日障発第０８０１００２号厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部長通知「地域生活支援事業の実施について」）による地域活動支援センタ

ー機能強化事業において地域活動支援センターⅢ型の事業を行うもの 

ウ 滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱（平成２１年４月１日滋障第 

９１０号）に基づき設置された施設 

(3) 公共交通機関 人の移動に利用される鉄道、バスその他の運輸機関（通所のため

に精神障害者やその家族が使用する自家用自動車または障害者支援施設等が使用す

る送迎用車両等を除く。）をいう。 

(4) 交通費 精神障害者が現に居住する自宅等から障害者支援施設等に公共交通機関

を利用して通所する場合の運賃等であって、最も効果的で廉価な方法による通所運

賃等とする。 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、町内に居住する精神障害者のうち、障害者支援施設等へ通所す



るもの（その者が１８歳未満の場合は、その者を扶養する者）とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助対象経費は、補助対象者が１箇月に負担した交通費であって、その額（生

活保護法（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１５条の２第１項第９号の規

定により移送費扶助の支給を受けている者にあっては、交通費から移送費扶助額を控

除した額または手帳の提示により割引を受けている者にあっては、当該割引控除後の

額）が４，０００円以上であるものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１に相当する額とする。ただし、１箇月

につき１０，０００円を限度とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、日野町精神障

害者支援施設等交通費補助金交付申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）

に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 交通費および通所実績証明書（別記様式第２号） 

(2) 障害者支援施設等の発行する出勤簿の写し 

２ 前項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに

行うものとする。 

(1) ４月から７月までの交通費 ８月１０日 

(2) ８月から１１月までの交通費 １２月１０日 

(3) １２月から翌年３月までの交通費 ３月３１日 

（交付決定等） 

第７条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の

交付の可否を決定する。 

２ 町長は、前項の決定をしたときは、日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金

交付（却下）決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知する。 

（交付請求） 

第８条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付請求書（別記様式第４号）を速や

かに町長に提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第９条 町長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助を受けたことが明らか

になったときは、当該交付決定を取り消し、既に交付を受けた補助金の全部または一

部の返還を命ずることができる。 

２ 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、日野町精神障害者支援施

設等通所交通費補助金交付決定取消通知書（別記様式第５号）にその理由ならびに返

還すべき補助金の額および期日を付して、当該交付決定者に通知する。 



   付 則 

この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

   付 則 

この告示は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度の予算に係る補助金から

適用する。 

   付 則 

この告示は、令和６年９月１日から施行する。 

 



別記様式第１号（第６条関係） 

 

 

日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付申請書 

 

 

                               年  月  日 

 

 

  日野町長       様 

 

                  申請者 住 所 

                      氏 名            

 

 

 次のとおり日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金を交付されるよう申請しま

す。 

 

対象者 

住所 
 

氏名  

通所施設名 
 

通所経路 
 

通所に係る 

交通費および

補助金額 

交通費                      補助金額 

    年  月    円×１／２＝    円 

    年  月    円×１／２＝    円 

    年  月    円×１／２＝    円 

    年  月    円×１／２＝    円 

              計      円 

       ※補助金限度額：月当たり１０，０００円 

申請書金額                                                円 

（注）交通費および通所実績証明書（別記様式第２号）を添付すること。 



別記様式第３号（第７条関係） 

 

日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付（却下）決定通知書 

  

 

                               第     号 

                               年  月  日 

 

              様 

 

                    日野町長            印 

 

 

年  月  日付けで申請のあった日野町精神障害者支援施設等通所交通費

補助金の申請について、次のとおり交付（却下）を決定したので通知します。 

 

記 

 

 １．利用対象者 

  住  所 

 

    氏  名 

    

    生年月日      年  月  日生（ 男 ・ 女 ） 

      

 ２．通所期間 

    

            年  月  日から   年  月  日まで 

 

 ３．通所施設名 

 

 

 

 ４．通所経路 

 

 

 

 ５．交付決定額 

 

                                        円 

 

 



別記様式第４号（第８条関係） 

 

   日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付請求書 

 

                               年  月  日 

 

 

  日野町長        様 

 

                 申請者  住  所 

                      氏  名                  印 

 

 

 

日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金について、日野町補助金等交付規則

第１５条第１項の規定により、次のとおり請求します。 

 

        請 求 額   金         円 

  

         ただし ４月～７月分・８月～１１月分・１２月～３月分 

                        （いずれかに○印をする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第５号（第９条関係） 

 

 

   日野町精神障害者支援施設等通所交通費補助金交付決定取消通知書 

 

                              第     号 

                              年  月  日 

 

               様 

 

 

             日野町長                 印 

 

 

   年  月  日付け   第     号で交付の決定をした日野町精神障害

者支援施設等通所交通費補助金について、次のとおり交付決定を取り消したので日野

町補助金等交付規則第１６条第１項の規定により通知します。 

 

交付決定額            円    

取消金額            円    

取消後の 

交付決定額 
     円    

取消の理由  

 


